
 

 
平成１４年６月１１日 

総務省 
 

「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライ
ン」の公表 

 
概要 
 

 
  （参考）「規制改革３か年計画（改定）」（平成14年3月29日閣議決定） 
 

 
 
＜参考資料＞ 

報道資料

 総務省は、４月１２日（金）に案を公表した「MVNOに係る電気通信事業法及び電波
法の適用関係に関するガイドライン」について、各方面から寄せられたご意見を踏ま
えて確定しました。

 

 標記については、移動通信分野において更なる競争促進を図り、一層多様かつ低廉
なサービスの提供による利用者利益の実現を図るため、既存の移動通信事業者の無
線ネットワークを活用して多様なサービスを提供するMVNO（Mobile Virtual Network 
Operator）の参入を促す観点から、MVNOが事業展開を図る上で関連する電気通信事
業法及び電波法の適用関係について明確化を図ることを目的として、４月１２日（金）
に案を策定・公表したものです。 
 
  その後、５月１０日（金）まで案に対する意見を関係各方面から広く募集し、提出さ
れたご意見を踏まえた上で、別添のとおり「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法
の適用関係に関するガイドライン」(PDF)を確定いたしました。 
 
（意見提出者は別紙１、提出されたご意見に対する総務省の考え方は別紙２(PDF)の
とおり。なお、提出されたご意見については、本日から総務省総合通信基盤局事業政
策課において閲覧に供する他、準備が整い次第、総務省ホームページ
(http://www.soumu.go.jp)に掲載します。） 
 
  総務省においては、本日から本ガイドラインを運用することとします。また、総務省
は、今後のビジネスモデルの登場などを踏まえ、必要に応じて、その内容を見直して
いくこととしています。 

事項名 措置内容 実施予定時期

平成13年度 14年度 15年度

（総務省）

11)「MVNOガ
イドライン
（仮称）」
の策定

 移動体通信市場において、周波数の割
当を受けずにサービス提供を行うMVNO
（Mobile Virtual Network Operator）の参
入を促進し、更なる競争の進展を通じた
料金の低廉化、サービスの多様化を図る
ため、MVNOに係る制度運営の透明性・
予見可能性を高める「MVNOガイドライン
（仮称）」を策定・公表する。

 措置  



 

 ○ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン（全体
像）(PDF) 
 ○本ガイドラインにおいて想定しているMVNOの例（イメージ図）(PDF) 
 
 
 

 
 

 
 

意見提出者一覧 

 

連絡先：
 総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 
（担当：川野課長補佐、飯嶋係長）
電話：（代表）03-5253-5111（内線）5947 

（直通）03-5253-5947

ＦＡＸ：      03-5253-5948

別紙１

（五十音順）

意見提出者（計６者）

企業（計５者） （代表者氏名等）

ＩＴＸ株式会社 ビジネス・デベロップメン
ト・グループ

大橋 賢二

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株
式会社

代表取締役社長 鈴木 正誠

ケーブル・アンド・ワイヤレス・アイディ
ーシー株式会社

代表取締役社長 サイモン・カニン
ガム

ジェイフォン株式会社 代表取締役社長 ダリル・イー・グ
リーン

日本通信株式会社 代表取締役社長 三田 聖二

個人（計１者）

（敬称略）



総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課　御中

この度のガイドラインを拝見させて頂きました。
内容について今ひとつ要領が得られなかった点を下記申し上げます。

ＭＶＮＯ として参入する際のライセンスとして第二種免許を所有
していることが条件となると存じますが、その際の特別・一般での
資格の差異が当ガイドラインでははっきりと明示されていないように
思われます。
当然に、特別（総務大臣登録）・一般（総務大臣届出）と二種免許を
取得する場合の方法が異なっておりますため、ＭＶＮＯとして
参入した場合の提供できるサービス（料金等）が異なると存じます。
第一種通信事業者が提供しますＭＶＮＯ向け卸電気通信役務の
内容もこの特別・一般で異なるのでしょうか？
今後ガイドラインを改定される際にはこの所の明示を盛り込んで頂けましたら
幸甚に存じます。

以上、よろしくお願い申し上げます。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
大橋　賢二（Kenji Ohashi)

ＩＴＸ株式会社
ビジネス・デベロップメント・グループ
千代田区霞ヶ関3-2-5霞ヶ関ビル14F
TEL:03-4288-7083/FAX:03-4288-7241
mailto:oohashi.kenji@itx-corp.co.jp
URL:http://www.itx-corp.co.jp
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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「MVNO に係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に 

関するガイドライン（案）」に対する意見 

 

 

 

平成１４年５月１０日 
 
総務省総合通信基盤局 
電気通信事業部事業政策課 御中 
 
 

 郵便番号 １００-８０１９ 

 住所 
とうきょうとちよだくうちさいわいちょう

東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 6 号 

 氏名 エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ株式会社 

  代表取締役社長  
す ず き

鈴木 
まさのぶ

正誠 

     
 
 
 平成１４年４月１２日付けで意見募集があった「MVNO に係る電気通信事業法及び電波法
の適用関係に関するガイドライン（案）」に対して、別添のとおり意見を提出します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

本意見書に関する連絡先 

経営企画部 渉外部門 03-6700-4191 
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「MVNO に係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」（案） 

についての意見 

 
 
【総 論】 
（１）本ガイドラインで未定義のサービス提供形態について 

  本ガイドラインは、MVNO として想定されるビジネスモデル（サービス提供形態）を網羅的に
列挙することは困難との理由から、限られた範囲についてのみ電気通信事業法及び電波法の適
用関係について言及されており、極めて限定的な範囲の解釈となっています。 
従って、第一種電気通信事業者が MNO の無線ネットワークを活用して多様なサービスを提供

する MVNO の参入を促せるよう、本ガイドラインに定義されていない提供形態を禁ずるものでは
ない旨、ガイドラインに明記すべきではないでしょうか。（⇒別紙 項番１） 

 
 
（２）MVNO たる事業者が第一種電気通信事業として移動通信サービスを提供する際の具

体的に確認したい事項について 

本ガイドラインの「便宜的な定義」においては、MVNO の主体を「電気通信事業者」としてい
ることから、当該移動通信サービスの提供者は、第一種電気通信事業者と第二種電気通信事業
者の双方があり得ると解されると思いますが、その後の記述では、MVNO たる事業者が当該移動
通信サービス以外の部分において第一種電気通信事業者として事業を展開することは可能であ
ることに言及されるのみで、MVNO たる第一種電気通信事業者が、その本来の第一種電気通信事
業のサービスと MNO の移動通信サービスを利用する移動通信サービスとを組み合わせて提供す
ることについては、明確な記述がされていないため、当面のサービス提供にあたり、第一種電
気通信事業者が円滑に当該移動通信サービスを提供ができるかどうか不明です。 
以上の点から、本ガイドラインにおいて MVNO たる事業者が第一種電気通信事業として当該移

動通信サービスを提供する際の具体的に確認したい事項を別紙に示しておりますので、ご確認
願います。（⇒別紙 項番２～項番９） 

 
 
（３）早急な一種・二種の事業区分の見直しの実現について 

（１）、（２）の内容が明らかになったとしても、なお一種・二種の事業区分に由来する次
のような片面的規制が存続するため、第一種電気通信事業者は、MVNO としてのサービス提供に
おいても不利になるものと考えております。 
例）①料金・約款の届出等、画一的なサービス提供が求められている。 
  ②役務区分は、実質的に第一種電気通信事業者のみへの規制となっている。 

（業務区域等の事業変更許可等が必要、会計整理が必要等） 
  ③参入許可、役務提供義務、事業開始義務、退出規制が課されている。 
従って、本ガイドラインの目的をより実現性あらしめるためにも、「事業区分」について早

急な見直しを要望致します。 
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【本ガイドラインの解釈において不明な点及び確認させて頂きたい点】 

項番 頁 段落番号等 原 案 不明な点及び確認させて頂きたい点等 

１ P.1 １. ガイドラインの目
的等 

(2)ガイドラインの対
象とする MVNO の事
業範囲 
①、② 

①MVNO については、様々な創意工夫によ
り、よりきめ細かく利用者ニーズに対応し
た多様なビジネスモデルが登場するものと
期待される。このため、現時点において、
MVNO として想定されるビジネスモデル
（サービス提供形態）を網羅的に列挙する
ことは困難である。 

②このため、本ガイドラインにおいては、便
宜的な定義(working definition)として
MVNO を以下のように定義する。すなわ
ち、MVNO とは、 
a)MNO の提供する電気通信役務（卸電気通
信役務を含む。）としての移動通信サービ
ス（以下単に「移動通信サービス」とい
う。）を利用して移動通信サービスを提供
する電気通信事業者であって、 
b)当該移動通信サービスに係る無線局を自
ら開設していない者と定義する。ここで、
MNO とは、移動通信サービスを提供する第
一種電気通信事業を営む者であって、当該
移動通信サービスに係る無線局を自ら開設
し、その免許（包括免許を含む。）を受け
ている（免許不要局を除く。）者である。 

第一種電気通信事業者が本ガイドラインに定義されていな
い提供形態にて当該移動通信サービスを提供する場合につい
ても、そのサービスの提供を禁ずるものではないと理解して
よろしいでしょうか。 
 

２ P.1 同上 同上 ワイヤレスアクセスサービス全体の活性化のため、移動電
気通信役務以外の無線システム、例えばＦＷＡのような固定
電気通信役務のサービスについても、第一種電気通信事業者
が MVNOたる事業者として提供できると理解してよろしいで
しょうか。 

別 紙 
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項番 頁 段落番号等 原 案 不明な点及び確認させて頂きたい点等 

３ P.1 同上 同上 本ガイドラインの「便宜的な定義」では、MNOの定義とし
て、第一種電気通信事業者のみを想定されていますが、無線
局免許を取得している大部分の者は、電気通信事業者以外で
あり、電波を有効に活用するためにも、電気通信業務用だけ
でなく、例えば公共業務用（災害対策無線等）や一般業務用
（タクシー無線等）等についても本来目的を妨げない範囲で
活用する際には、MVNOに対して供与可能であると理解して
よろしいでしょうか。 

P.2 
 

２. ガイドラインの目
的等 

(1)ガイドラインの対
象とする MVNO の事
業範囲 
④ 

 

この場合において、MVNO たる事業者が、当
該移動通信サービス以外の部分において、電
気通信事業法（以下「事業法」という。）に
基づく総務大臣の許可を受け、自ら電気通信
回線設備を設置して第一種電気通信事業とし
て事業展開を図ること、又は電波法に基づく
総務大臣の免許を受け、自ら無線局を開設す
ることは可能である。 

４ 

P.5 2.電気通信事業法に係
る事項 

(3)他事業者との接続
等 

 

MVNO である事業者の事業展開には特段の制
約はなく、MVNO として提供する移動通信サ
ービス以外の部分において、MNO 、固定通信
事業者等の複数の事業者のネットワークやこ
れらの事業者から提供を受けた電気通信役務
を組み合わせて電気通信役務を提供すること
も可能である。 

第一種電気通信事業者が、MVNOたる事業者として事業展
開を図ることも可能と理解してよろしいでしょうか。 
また、それが可能な場合、次の提供形態も想定されます

が、それぞれ提供可能と理解してよろしいでしょうか。 
・第一種電気通信事業者がMNOの提供する移動通信サービ
スを利用して移動通信サービスを提供する際、本来の第
一種電気通信事業のサービスと組み合わせて全体として
第一種電気通信事業者として提供する形態 

・第一種電気通信事業者が兼業二種としてMVNOたる事業
者を兼業する形態 

５ P.2 ３. ガイドラインの目
的等 

(1)ガイドラインの対
象とする MVNO の事
業範囲 
④ 

 

この場合において、MVNO たる事業者が、当
該移動通信サービス以外の部分において、電
気通信事業法（以下「事業法」という。）に
基づく総務大臣の許可を受け、自ら電気通信
回線設備を設置して第一種電気通信事業とし
て事業展開を図ること、又は電波法に基づく
総務大臣の免許を受け、自ら無線局を開設す
ることは可能である。 

本ガイドラインでは、「自ら電気通信回線設備を設置して
第一種電気通信事業として事業展開を図ること」と「電波法
に基づく総務大臣の免許を受け、自ら無線局を開設するこ
と」が「又は」で結ばれていますが、第一種電気通信事業と
して事業展開を図ることに該当しない無線局の開設とは、ど
のようなものを想定されているのでしょうか。 
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項番 頁 段落番号等 原 案 不明な点及び確認させて頂きたい点等 

６ P.7 3.電波法に係る事項 
(1)事業開始の際に必
要な手続 
① 

MVNO は、事業開始に当たり MNO が免許人と
なっている無線局（基地局及び端末）を使用
し、提供する移動通信サービスに係る無線局
を自ら開設しない（1.(2)②(b)）ことから、
無線局免許を取得する必要はない。 

 第一種電気通信事業者がMNOの提供する移動通信サービス
を利用して移動通信サービスを提供する際、本来の第一種電
気通信事業のサービスと組み合わせて全体として第一種電気
通信事業者として提供する場合についても、当該MNOが免許
人となっている無線局の使用に際し、改めて無線局免許を取
得する必要はないと理解してよろしいでしょうか。 
 また、第一種電気通信事業者が兼業二種としてMVNOたる
事業者を兼業する場合も同様に、無線局免許を改めて取得す
る必要はないと理解してよろしいでしょうか。 

７ P.7 同上 同上 電波法上、MVNO たる事業者が独自機能を付加した端末を
提供することが可能であると理解してよろしいでしょうか。 
また、MNO たる事業者が MVNOたる事業者としてもサービ

スを提供する場合、一の端末が両サービスの提供を受けるこ
とが電波法上可能であると理解してよろしいでしょうか。 

3.電波法に係る事項 
(1)事業開始の際に必
要な手続 
① 

脚注６ この場合においても、例えば、MVNO
が当該端末に自社ブランドを付して利用者に
提供することは可能である。 
 

８ P.7 

3.電波法に係る事項 
(2)MVNO と MNOの関係 
① 

（略）基地局の免許人及び端末の免許人はい
ずれも MNO であるため、MVNOが提供する端
末についても、その発射する電波はMNOによ
って監理されなければならない。これが不可
能な無線局の利用は認められない。 

MVNO が、電波法に定める技術基準に適合している限り独
自の機能（例えばＩＣカード機能や無線区間ではない部分に
おけるユーザ認証機能等）を追加した端末を提供することが
可能であると理解してよろしいでしょうか。   
また、この際に MNO 等が既に提供している同様の機能を

MVNO たる事業者が必ずしも使用する必要性が無いと理解し
てよろしいでしょうか。 

９ P.9 4.ローミングに係る留
意事項（電気通信事
業法及び電波法関
連） 

(2)国際ローミング 
① 

MVNO が特別第二種電気通信事業者の場合、
外国事業者との間でローミング契約を締結
し、変更し、又は廃止しようとするときは、
総務大臣の認可を受けなければならない。 

電気通信事業法施行規則第27条及び第39条によれば、電
話等の役務及び電気通信役務に著しい影響を及ぼすと認めら
れる事業以外は、総務大臣認可は要しないとなっています。 
ローミングの場合は、電話等の役務以外は総務大臣認可は

要しないと思われ、例えばデータ伝送役務の場合等でも認可
対象とならないと理解してよろしいでしょうか。 

 



2002 年 5 月 10 日 
総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 御中 
 
 

郵便番号 111-8061 
住 所  東京都台東区浅草橋 5 丁目 20 番 8 号 
氏 名  ｹｰﾌﾞﾙ･ｱﾝﾄﾞ･ﾜｲﾔﾚｽ ｱｲﾃﾞｨｰｼｰ 株式会社 
     代表取締役社長  サイモン・カニンガム 

      
          連絡先：  制度担当 バイスプレジデント リサ・スーツ 
             電話  03 5820 5010 
                          FAX    03 5820 5510 
             email   lisa.suits@cwidc.com 
                        

                       制度業務部  飯田 修久 
             電話  03 5820 5081 
                          FAX    03 5820 5363 
                          email   nobuhisa.iida@cw.com 

 
 

「MVNO に係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」（案）ついての意見書 
 
 
 
 
 このたびは、標記に関し、パブリックコメントの招請を行っていただき、誠にありがとうございま

す。 
 別紙の通り、弊社意見を提出いたしますのでよろしくご検討賜りますようお願い申し上げます。 
 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅰ. 全般的事項 （移動体通信分野に対する規制改革） 
 このたびは、MVNO のガイドラインを整備していただき、誠にありがとうございます。本ガイドラインは、急

成長する移動体通信分野において、更なる発展を可能とする新たなビジネスモデルについて、その事業

の展開を円滑にする上で有効なものであると弊社では認識しております。 
 しかしながら、日本における移動体事業分野の規制制度は、昨年度の改正電気通信事業法施行により

ドミナント概念の導入がなされてはいるものの、携帯電話が登場してから現在に至るまで、基本的には変

更がなされていないと言わざるを得ません。 また、急速な発展が実現した当該事業分野について、SMP
（市場支配力）、グループドミナンス、技術中立性など、ドミナント規制の更なる充実の他、ナンバーポータ

ビリティ、端末とネットワークのアンバンドル化（SIM ロック、UIM ロック）、CPS（優先接続導入）、料金設

定権、着信課金問題などなど、解決されるべき多数の、しかも基本的な問題が顕在化してきていると言わ

ざるを得ません。 
 従って弊社といたしましては、当該事業分野における今後の更なる発展を促進させるため、これらの問

題点の全てを包含した、抜本的な移動体通信政策の見直しに着手していただきたいと考えており、このガ

イドラインがその議論を導くきっかけとなるものべきものであると認識しております。 
 
Ⅱ.  一種事業との兼業について（ １．（１）④ 及び ２．(3)① 等） 

 本ガイドラインにおいて、MVNO は当該部分において二種事業であり、他の事業部分においては自ら

が一種事業であったり、他の事業者との接続などに制限はないとされています。従い、例えば既存一種事

業者が MVNO 部分を新たに保有して自らが MVNO 事業を行う場合、一種事業及び二種事業の兼業形

態となります。しかしながら本ガイドラインには、この兼業事業者として必要な手続きにはどのようなものが

あるのかが明記されていません。例えば、国際と国内事業の一種／二種兼業事業者には、会計分離やネ

ットワークの分離といった要件などが現在必要であると思われますですが、MVNO を既存一種事業者が

兼業する場合の制度的な要件を記述していただきたいと思います。 
 
Ⅲ. 二種の適用について（２．（１）②、 ③） 

 特別二種となるのは、「公専公」接続による音声サービスの不特定ユーザへの提供と、国際間ネットワー

クを構築して国際サービスを提供する事業者ですが、MVNO で、単純に MNO から無線アクセスネットワ

ークを借りて、国内の不特定多数ユーザに音声サービスを提供する場合、一般二種事業者となることを確

認させていただきたいと思います。また、国際一種事業者が、MVNO を兼業し、国内の無線アクセスネッ

トワーク設備を MNO から借りて国内、及び国際サービスを提供するばあいは、一般二種となるのでしょう

か？ 
 
Ⅳ. 業務改善命令について（２．（2）⑤ 脚注） 

 総務大臣は、「MNO が卸電気通信役務の提供について特定の電気通信事業者に対して不当な差別

的取り扱いをおこないその他卸電気通信役務の提供の業務に関し不当な運営を行っていることにより他

の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれ

があると認めるとき」、また、「市場支配的な MNO は、その電気通信業務について、特定の電気通信事業

者に対し、不当に優先的な取り扱いをし、もしくは利益を与え、または不当に不利な取り扱いをし、もしくは

不利益を与え津ことが禁止されており、これに違反する行為が圧と認めるとき」には、業務改善などを命じ



ることができるとありますが、これら２つの場合は、具体的にどのような違いが存在するのかが明確ではあり

ません。本来、一種事業者はサービスを提供するに当たって、不当に差別的な取り扱いをすることを禁じ

られています。従って、禁止行為の規定が無くても、市場支配的な MNO が禁止行為に該当する行為を

行った場合、総務大臣は業務改善に関する命令を発出できると考えられます。 
 
Ⅴ． 端末の調達方法について（２．（4） 及び ３．） 

 端末の番号について、MVNO は MNO との間で契約を取り交わす必要があります。また、端末の無線

局は MNO が監理しなければなりません。これらの内容は、MVNO がユーザに提供する端末は、MNO
から調達しなければならないことを意味するのでしょうか。 

 
 

以 上 
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「ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」（案）に関

し、別紙のとおり意見を提出します。 
 
 



別 紙 

 
＜はじめに＞ 
 「ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」（案）に

つきまして、今回このような意見聴取の機会を設けて頂いたことに、厚く御礼申し上げま

す。 
 本ガイドラインの確定・公表にあたり、さらにご考慮頂きたい事項があることから、下

記のとおり意見を述べさせて頂きます。 
 
１．電気通信番号（電話番号）管理について 

電気通信番号については、総務大臣より MNO 毎に指定されるものと理解しておりま

すが、例えば、MVNO と MNO 間の契約により、多数の電気通信番号を MNO から

MVNO に付与した場合、当該番号について番号申請上の取扱いをどのように行うか整

理が必要と考えます。 
具体的には、MVNO に付与した番号については、（特に卸電気通信役務による役務提

供の場合）実際にエンドユーザーが利用しているか否か（MVNO にて電気通信番号を

実際に利用しているか否か）を MNO 側で把握することは困難であり、MNO が新たな

電気通信番号を取得する際にこれらの番号を使用済み番号として取扱うことは、番号申

請における MNO 間の公平性に支障を来す恐れがあります。 
この点につきまして、ガイドラインにおいても何らかの記載をお願い致します。 

 
２．無線局免許関係について 
  MVNO の提供する端末に関する無線局免許の管理は MNO が行うこととなり、無線

局免許に係る電波利用料の支払いについても MNO が行うこととなります。この為、

MVNO の提供するサービスにおいて実際に稼働する端末台数を MNO が把握する必要

があると考えます。この点について、ガイドラインにおいても何らか記述を行って頂く

ことを希望致します。 
 
３．ローミングに係る取扱いについて 

MVNO が MNO から卸電気通信役務の提供を受けてユーザに対してサービス提供す

る場合の国内ローミングの取り扱いについては、MVNO-MNO 間の当該卸電気通信役

務の提供契約のみならず、当該 MNO と他の MNO（ローミングに係るネットワークを

提供する MNO）間におけるローミング契約においても MVNO ユーザへのローミング

の提供について新たな取り決めが必要になるものと考えます。 
MVNO によるローミングサービスの提供については、国内ローミング・国際ローミ

ングの別を問わず、関係者間の契約が複雑多岐におよび、現時点で全ての問題点を明示

することは困難であることから、今後のサービス提供状況を踏まえて、ガイドラインの

関係箇所の記述を見直して頂きたいと考えます。 
 
４．卸電気通信役務の提供義務と協議不調時の対応の関係について 

MNO から MVNO への卸電気通信役務による役務提供については、ガイドラインＰ

４．②にあるとおり MNO に対し提供義務は課されていないものと理解しておりますが、

同じくガイドラインＰ４．④に「卸電気通信役務の提供に係る契約の締結にあたって、

MVNO と MNO との間で協議が整わなかった場合等には、総務大臣による協議命令・

裁定又は電気通信紛争処理委員会によるあっせん・仲裁の手続きを申請することができ

る。」とあります。 



この④の記述の意味するところは、MNO が MVNO に対して卸電気通信役務を提供

することに応じた場合の取扱いであって、そもそも MNO が卸電気通信役務を提供する

という意思がない場合については、④の記述に該当しないものと考えております。 
この点につきまして、より明確な記述をお願いしたいと考えます。 

 
５．ガイドラインの定期的見直しの実施について 

本ガイドラインをより効果的なものとして行く為にも、実際に運用を開始した以降に

発生した問題などを踏まえ、ガイドラインの内容について定期的な見直しを実施して頂

きたいと考えます。 
 
６．その他 

今回このようなガイドラインが策定されることにより、現行法令の中での MVNO 事

業への参入方法がより具体的に明示されることとなり、MVNO の市場参入が促進され

ることになるものと考えます。 
しかし、ユーザから見た場合に MVNO・MNO といった違いは意味をなさないもので

あり、MVNO においてもサービスを恒常的・安定的に提供することが市場から望まれ

ているものと理解しております。 
この為、今後、MVNO の市場における参入状況等を注視した上で、場合によっては

ユーザ保護といった観点から、MVNO（特に多数のユーザを抱える大規模な MVNO）

に対する退出規制の適用などについても検討を行う必要があるものと考えます。 
 



「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」意見提出

総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課様

「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」に対
して意見を提出致します。

「2.電気通信事業法に係る事項（2）MVNOとMNOとの間の契約関係」について、

A) 卸電気通信役務の提供
B) 契約約款等に基づく電気通信役務の提供
のふたつの形態があるとされていますが、

A) 卸電気通信役務の提供はさらに以下のふたつに分かれると記されています。
A-1) 当事者間の合意に基く契約締結によるもの
A-2) 卸電気通信役務の提供に関する契約約款によるもの

上記BとA-2の違いがわかりづらいきらいあります。具体的には、

1）BとA-2はどのように異なるものなのか。
2）A-2についても34条の役務提供義務が適用されるのか。
（MNOの役務提供義務について、A-1にはなく、Bにはあるとされていますが、A-2
について明記されていません。）
3）MVNOとなろうとする者には一般と特二があるが、両者により手続に違いがあ
るのでは無いでしょうか。（たとえば、A-1において、契約申入れにMNOが応じな
かった場合、総務大臣による協議開始命令の対象となるのは特二であるMVNOのみ
なのか？）したがって、参入しようとする者が一般２種である場合と特二である
場合に分けた記述があると法適用関係が明確になるのではないかと考えます。

「３.電波法に係る事項（１）②脚注５」

この場合には、端末メーカーなどの第３者が自社ブランドで市場に出すことも有
り得ます。それも可能であると明記された方が疑問点は少ないと考えます。

以上

日本通信㈱　代表取締役社長　三田聖二

〒１４０-０００１　東京都品川区北品川４－７－３５
御殿山トラストビル２０階

電話：０３－５４７５－７１０１
FAX:　０３-５４７５－７１１２



総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策化御中

「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライ
ン」に対して意見を述べさせていただきます。

    ・MVNOは当然、端末をメーカーより直接あるいは、MNOからインセン
    　ティブなしの状態で仕入れることになります。従いまして、通話料
　　　の卸料金について相当の割引率でないと事業の成立が困難になりま
　　　す。現在のARPUからMNOの設備償却費用、運用コストを含めて算出
　　　した場合、卸料金は極めて高額になると想定されます。NTTのアク
　　　セスチャージのような行政からの指導が必要と思います。
    ・電話番号はMNOのものを使用するとあります。一般顧客も電話番号で
    　MNOを特定することが容易であり、MVNO独自のブランド展開をする
    　場合に支障になることを懸念しています。現在でも同機能でもドコモ
    　端末が高額で販売されており、その影響を受ける可能性があります。
    　従いまして、MVNO独自の電話番号の設定が望ましいと思います。
    ・現在の再販の方法では、MNOの顧客システムに再販業者名義のみ登録
　　　され、再販携帯保有者が一般のショップでのサービスを受ける際に
　　　不具合がでます。従いまして、可能であれば二重登録が望ましいと
　　　思います。
　　・上記の件をすべてNVNOが、対策を講じるとなると莫大な投資が必要
　　　になります。そのようになるのであれば、何らかの金銭的支援策も
    　検討する必要があると思います。そうすることによるベンチャー企業
　　　の活躍が期待されます。

（個人）



ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン

ＭＶＮＯが事業展開を図る上で関連する電気通信事業法及び電波法の適用関係について明確化を図り、競争の枠組みの透明化を図る。
（本ガイドラインにより新たな規制の導入を企図するものではない。）

ＭＶＮＯが事業展開を図る上で関連する電気通信事業法及び電波法の適用関係について明確化を図り、競争の枠組みの透明化を図る。
（本ガイドラインにより新たな規制の導入を企図するものではない。）

ガイドラインの目的ガイドラインの目的

本ガイドラインにおいては、便宜的な定義（working definition）として、ＭＶＮＯを以下のように定義。
　①　ＭＮＯの提供する電気通信役務（卸電気通信役務を含む。）としての移動通信サービスを利用して
　　　移動通信サービスを提供する電気通信事業者であって、
　②　当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設していない者

電気通信事業法関係 電波法関係

１　参入手続
　①　特別第二種電気通信事業に該当（国際or音声公専公）　 ⇒ 登録が必要
　②　一般第二種電気通信事業に該当（①以外）　　　　　　　　　⇒ 届出のみ　

２　ＭＮＯとＭＶＮＯの間の契約関係
　①　卸電気通信役務の場合
　　　　・　ＭＮＯは卸契約の総務大臣への届出が必要
　　　　・　協議不調の場合等には、総務大臣による協議開始命令・裁定、
　　　　　 電気通信事業紛争処理委員会によるあっせん・仲裁の手続きが申請可能

　　　　・　ＭＮＯによる不当な差別的取扱い等は業務改善命令の対象
　②　契約約款等に基づく電気通信役務の場合
　　　　・　ＭＮＯは電気通信役務の提供義務が課されている
　　　　・　ＭＮＯの業務の方法が適切でない場合等は業務改善命令の対象

３　他事業者との接続等
　　移動通信サービス以外の部分において、他事業者と接続等することにより電気
　　通信役務を提供することも可能

４　電気通信番号（電話番号）管理
　　移動通信サービスに関する電話番号の事業法上の指定対象はＭＮＯ
　　ＭＶＮＯとＭＮＯの間において電話番号に関する契約を締結（任意の私契約）

５　ＭＶＮＯと利用者との間の契約関係
　①　特別第二種電気通信事業者の場合　⇒料金・契約約款の届出が必要
　②　一般第二種電気通信事業者の場合　⇒特段の行政手続きは要しない

１　事業開始に必要な手続
　　ＭＶＮＯは無線局免許を取得する必要なし
　　（ＭＮＯが免許人となっている無線局を使用）

２　ＭＶＮＯとＭＮＯの関係
　　ＭＶＮＯが提供する端末についても、基地局・
　　端末の免許人であるＭＮＯが電波を監理

　　⇒　ＭＶＮＯ端末による混信の除去を行う責務
　　　　 はＭＮＯに課せられる（ＭＶＮＯはＭＮＯ　
　　　　 に対し、契約の範囲内で協力する必要）

　　 共通事項（ローミング）

１　国内ローミング
　　必要に応じ、ＭＶＮＯとＭＮＯ、他のＭＮＯ等と
　　の間でローミング契約を締結（任意の私契約）

２　国際ローミング
　①　特別第二種電気通信事業者の場合、外国　
　　　 事業者等との間でローミング契約を締結等
　　　 しようとする場合、総務大臣の認可が必要
　②　外国事業者の端末に国内でサービス提供　
　　　する場合、ＭＮＯが運用の許可を得ることが　
　　　必要



他事業者の
ネットワーク

相互接続点

第一種電気通信事業（許可）
無線局（免許）

インターネット専用線網等

第二種電気通信事業

（登録又は届出）

交換機 交換機

無線基地局

MNO

MVNO

電気通信役務の提供

（卸電気通信役務又は契約約款による電気通信役務）料 金

MNOから提供された電気通信役務

料 金

電気通信役務の提供

課金、ユーザサポート、
アプリケーション
プラットフォーム
（メールサーバ等）、
ホームロケーションレジスタ
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１ ガイドラインの目的等 

 

(1) ガイドラインの目的 

 

   電気通信事業分野においては、携帯電話をはじめとする移動通信市場が近年急速に

発展し、従来に比べて多様かつ低廉なサービスが利用可能となってきている。本ガイ

ドラインは、移動通信分野において更なる競争促進を図り、一層多様かつ低廉なサー

ビスの提供による利用者利益の実現を図るため、既存の移動通信事業者(MNO；Mobile 

Network Operator)の無線ネットワークを活用して多様なサービスを提供する MVNO

（Mobile Virtual Network Operator）の参入を促す観点から策定したものである。 

 

   具体的には、MVNOが事業展開を図る上で関連する電気通信事業法（以下「事業法」

という。）及び電波法の適用関係について明確化を図り、競争の枠組みの透明化を図る

ことを目的とするものであり、本ガイドラインにより新たな規制の導入を企図するも

のではない。 

 

 

(2) ガイドラインの対象とするMVNOの事業範囲 

 

   MVNOについては、様々な創意工夫により、よりきめ細かく利用者ニーズに対応した

多様なビジネスモデルが登場するものと期待される。このため、現時点において、MVNO

として想定されるビジネスモデル（サービス提供形態）を網羅的に列挙することは困

難である。 

 

   このため、本ガイドラインにおいては、便宜的な定義(working definition)として

MVNOを以下のように定義する。すなわち、MVNOとは、 

a)MNO の提供する電気通信役務としての移動通信サービス（以下単に「移動通信サー

ビス」という。）を利用して移動通信サービスを提供する電気通信事業者であって、 

b)当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設していない者 

  と定義する。ここで、MNO とは、移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む者

であって、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設し、その無線局免許（端末

については包括免許を含み、免許不要局である場合を除く。以下同じ。）を受けている

者である。 

 

 この場合、MVNOの営む当該移動通信サービスを提供する事業は、電気通信回線設備

（事業法第9条）を設置することなく電気通信役務を提供する事業であることから、

その開始に当たって事業法第16条第1項の届出が必要なものに該当する。 

 

   なお、MVNOたる事業者が、当該移動通信サービスの無線ネットワーク以外の部分に



 

 

おいて、自ら電気通信回線設備を設置すること（注１）、又は電波法に基づく総務大臣

の免許を受け、自ら無線局を開設することは可能である。 

   しかしながら、本ガイドラインにおいては、既存のMNOの無線ネットワークを活用

し、かつ、当該無線ネットワーク以外の部分においても自ら電気通信回線設備を設置

せずに、当該移動通信サービスを提供するMVNOの法の適用関係等について記述するこ

ととする。 

 

注１ その設置する電気通信回線設備が電気通信事業法施行規則（以下「施行規則」

という。）第３条第１項各号のいずれにも該当するものである場合には、事業法第

16条第１項の届出が必要な事業となり、それ以外の場合には事業法第９条の登録が

必要な事業となる。 

    MVNO として提供する移動通信サービスのための電気通信回線設備を設置してい

なくても、他のサービスのために電気通信回線設備を設置していれば、その電気通

信回線設備に応じた手続が必要となる。 

 

 

  【本ガイドラインにおいて想定しているＭＶＮＯの例（イメージ図）】 

  ⇒ 最終ページのとおり。 

 

 

２ 電気通信事業法に係る事項 

 

(1) MVNOの事業形態及び事業開始に必要な手続 

 

   MVNO が営む事業は事業法第 16 条第 1 項の届出が必要な事業に該当することから、

当該事業を営もうとする場合、事業法及び施行規則に基づき、当該事業を営もうとす

る旨を総務大臣に届け出なければならない（事業法第１６条第１項、施行規則第９条

第１項）。 

 

 

(2) MVNOとMNOとの間の契約関係 

 

   MVNOは、MNOから電気通信役務を受け、当該電気通信役務を用いて自ら利用者に対

して電気通信役務を提供することとなる。この場合において、MVNOは電気通信事業者

であることから、MNOがMVNOに提供する電気通信役務は、事業法上は卸電気通信役務

となる（事業法第29条第1項第11号）。 

 

 

電気通信事業者は、電気通信役務の提供について不当な差別的取扱いをしてはなら



 

 

ない（事業法第6条）。そのため、MNOはMVNOから他の一般利用者や他のMVNOに提供

しているサービスと同一のサービスの提供の申込みがあったときは、合理的な理由が

ない限り、これを拒んではならない。ただし、当該MNOが他の一般利用者や他のMVNO

に提供していない条件でのサービスの提供までを義務づけられるものではない。 

MNOが MVNOに電気通信役務を提供する場合、MNOは、あらかじめ設定した提供条件

を定める契約約款に基づく契約により提供する形態と、MVNOとの間で合意した提供条

件に基づく契約により提供する形態が想定されるが、いずれの場合であっても事業法

上必要となる行政手続はない。 

 

なお、卸電気通信役務の提供に係る契約の締結に当たって、MVNOとMNOとの間で協

議が調わなかった場合等には、総務大臣による協議命令・裁定 （注２）又は電気通信

事業紛争処理委員会によるあっせん・仲裁 （注３）の手続を申請することができる。 

 

なお、MNOが卸電気通信役務の提供に際し、MVNOに対して不当な差別的取扱いその

他不当な運営を行っている場合には、総務大臣による業務改善命令の対象となる場合

がある （注４）。 

 

注２ 総務大臣による協議命令・裁定 

電気通信事業者であるMVNOがMNOに対して卸電気通信役務に関する契約の締結を

申し入れたにもかかわらず当該MNOがその協議に応じず、又は当該協議が調わなか

った場合には、総務大臣による協議の開始・再開の命令を申し立てることができる

（事業法第39条において準用する第38条第1項）。また、卸電気通信役務に関し、

料金・提供の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わない場合、当該

MVNO は、総務大臣の裁定を申請することができる（事業法第 39 条において準用す

る第35条第3項及び第4項）。 

 

  注３ 電気通信事業紛争処理委員会によるあっせん・仲裁 

MVNOがMNOに対して卸電気通信役務に関する契約の締結を申し入れたにもかかわ

らず当該MNOがその協議に応じず、若しくは当該協議が調わないとき、又は卸電気

通信役務に関し、料金・提供の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調

わない場合、MVNOは、電気通信事業紛争処理委員会に対し、あっせんを申請するこ

とができる（事業法第156条第2項において準用する第154条）。また、卸電気通信

役務に関し、料金・提供の条件その他契約の細目について当事者間の協議が調わな

い場合、MVNO及びMNOは、双方の合意の上で、電気通信事業紛争処理委員会に対し、

仲裁を申請することができる（事業法第156条第2項において準用する第155条）。 

なお、上記の手続の詳細については、電気通信事業紛争処理委員会「ＩＴ時代の

公正な紛争解決に向けて－円滑な電気通信事業展開のための制度と実務－」

（http://www.soumu.go.jp/hunso/index.htm）に記載されている。 

 



 

 

注４ 総務大臣は、MNOが卸電気通信役務の提供について特定の電気通信事業者に対し

不当な差別的取扱いを行いその他卸電気通信役務の提供の業務に関し不当な運営を

行っていることにより他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じている

ため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該MNOに対

し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方

法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができることとされている（事

業法第29条第1項第11号）。 

   また、市場支配的なMNO（事業法第30条第1項の規定による総務大臣の指定を受

けたもの）は、その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に

優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しく

は不利益を与えることが禁止されており、総務大臣は、これに違反する行為がある

と認めるときは、当該行為の停止又は変更を命ずることができることとされている

（事業法第30条第3項及び第4項）。 

 

なお、これら総務大臣による是正措置の対象となる具体的な行為の例については、

公正取引委員会・総務省「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」

（http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/manual.html）に記載されている。 

 

 

(3) 他事業者との接続等 

 

   本ガイドラインにおいては、1.(2)a)・b)のとおり電気通信回線設備を設置すること

なく移動通信サービスを提供する事業者を MVNO と定義しているが、MVNO である事業

者の事業展開には特段の制約はなく、MVNOとして提供する移動通信サービス以外の部

分において、MNO、固定通信事業者等の複数の事業者のネットワークやこれらの事業者

から提供を受けた電気通信役務を組み合わせて電気通信役務を提供することも可能で

ある。 

 

 こうした場合、上記(2)のように卸電気通信役務により電気通信役務の提供を受ける

ほか、他事業者の電気通信回線設備と接続し、エンドエンドで当該事業者が料金の設

定・徴収を行う場合などが想定される。 

 

   他事業者の電気通信回線設備の接続について、卸電気通信役務の場合と同様、総務

大臣による協議命令・裁定又は電気通信事業紛争処理委員会によるあっせん・仲裁の

手続を申請することができる（注５） 。 

 

注５ 詳細は、電気通信事業紛争処理委員会「ＩＴ時代の公正な紛争解決に向けて－

円滑な電気通信事業展開のための制度と実務－」

（http://www.soumu.go.jp/hunso/index.htm）を参照。 

 

 



 

 

(4) 電気通信番号(電話番号)管理 

 

   現在、移動通信サービスに関する電話番号については、端末系伝送路設備を識別す

るための電気通信番号として、総務大臣により電気通信回線設備を設置する電気通信

事業者ごとに指定されることとされており（電気通信番号規則第9条及び別表第一）、

自ら電気通信回線設備を設置しないMVNOに対し、直接電話番号が指定されることはな

い。 

 

   このため、MVNOがMNOの電気通信回線設備に接続される携帯端末等を利用者に提供

して役務提供を行う場合であっても、事業法上の電話番号の指定対象はMNOである。 

 

  したがって、MVNOは、電気通信役務の提供元であるMNOに付与された電話番号の枠

内でサービスを提供することになり、必要に応じて当該MNOとの間において電話番号

に関する契約を締結することとなる。なお、当該番号の MNO から MVNO への受け渡し

の形態については、あくまで MVNO と MNO との間の契約において定めるべきものであ

り、事業法上の規制は存在しない（注６） 。 

 

注６ MNOが電気通信番号の指定を申請する際には、MVNOの需要の見込みを自らの「電

気通信番号を必要とする根拠となる需要の見込み」に含めて申請することが認められ

る。ただし、総務大臣は、電気通信番号の有限性に鑑み、必要とする電気通信番号の

数がその根拠となる需要の見込みから合理的なものであるか審査した上で、電気通信

番号の指定を行うものである。 

 

 

(5) MVNOと利用者との間の契約関係（注７） 

 

MVNOと利用者との間の契約について、事業法上特段の行政手続は要しない。 

 

   なお、総務大臣は、以下の場合、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必

要な限度において、MVNOに対し、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命

ずることができる（事業法第29条第1項）。 

a)業務の方法に関し、通信の秘密の確保に支障があると認めるとき。 

b)特定の者に対し不当な差別的取扱いを行っているとき。 

c)重要通信に関する事項について適切に配慮していないとき。 

d)電気通信役務に関する料金についてその額の算出方法が適正かつ明確でないため、

利用者の利益を阻害しているとき。 

e)電気通信役務に関する料金その他の提供条件が他の電気通信事業者との間に不当な

競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当な

ものであるため、利用者の利益を阻害しているとき。 

f)電気通信役務に関する提供条件において、電気通信事業者及びその利用者の責任に



 

 

関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方

法が適正かつ明確でないため、利用者の利益を阻害しているとき。 

ｇ)事故により電気通信役務の提供に支障が生じている場合にその支障を除去するた

めに必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき。 

ｈ)その他業務の方法が適切でないため利用者の利益を阻害していると認める等のと

き。 

 

なお、これら総務大臣による是正措置の対象となる具体的な行為の例については、

公正取引委員会・総務省「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」

（http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/manual.html）に記載されている。 

 

 

注７ 利用者との間においては、あくまでMVNOが契約当事者として電気通信役務の

提供に係る契約履行責任を負うものである（このため、MNOとMVNOとの間の民事契

約事項として、MNOの瑕疵により利用者に損害が発生した場合における損害賠償の

分担関係等を整理することが必要になると考えられる）。 

 

 

(6) 提供条件の説明及び苦情等の処理 

 

   MVNO及びそれに係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者は、移動

通信サービスのうち、一般消費者向けに携帯電話若しくはＰＨＳ又はこれらの端末若

しくは無線ＬＡＮ端末からのインターネットアクセス回線サービスの提供に関する契

約の締結等をしようとするときは、その料金その他の提供条件の概要についてその者

に説明しなければならない（事業法第２６条）（注８）。 

 

   また、MVNO は、当該電気通信役務の利用者からの苦情及び問い合わせについては、

適切かつ迅速にこれを処理しなければならない（事業法第２７条）（注８）。 

 

   なお、総務大臣は、上記第２６条及び第２７条の規定に違反したときは、利用者の

利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべ

きことを命ずることができる（事業法第２９条第２項）（注８）。 

 

注８ 詳細は、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」

（http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/manual.html）を参照。 

 

(7) その他 

 

   MVNOは事業開始の手続をした後は、必要に応じて又は定期的に次の行政手続が必要

となる。 



 

 

 

  ① 業務協定の認可の申請 

    MNO から卸電気通信役務の提供を受けて利用者に対して音声の移動通信サービス

を提供し、更にその中で外国との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信

の用に供するサービス（すなわち自ら国際間のネットワークを構築して提供する国

際電話サービス）を提供する場合には、外国法人等との間で締結、変更若しくは廃

止する協定又は契約について、総務大臣の認可が必要となる（事業法第４０条）。 

 

② 通信量等の報告 

  上記①の業務協定の認可が必要となる MVNO 及び国際間のネットワークをインタ

ーネットをベースに構築して国際電話サービスを提供するMVNOは、毎四半期ごとに

当該国際電話サービスの通信量等を総務大臣に報告しなければならない（電気通信

事業報告規則第２条第３項）。 

 

  ③ 事業開始の届出内容の変更の届出等 

 電気通信事業者は、事業開始の届出内容の変更時にはその旨を総務大臣に届け出

なければならない。具体的には、氏名又は名称及び住所並びに法人についてはその

代表者の氏名の変更にあっては変更後遅滞なく、業務区域の変更にあっては事前に

届け出ることを要する。また、事業開始の届出の際の添付書類のうち提供する電気

通信役務の種類に変更があった場合には報告を要する（事業法第16条第2項及び第

3項、施行規則第9条及び第10条）。 

    電気通信事業者の電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、又は電気通信事業

者について合併、分割若しくは相続があったときは、所定の者が電気通信事業者と

しての地位を承継するが、その場合遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければな

らない（事業法第17条、施行規則第11条）。 

    電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、

遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない（事業法第18条第1項）。な

お、この場合には、休廃止の日までに適切な期間を確保して、その旨を利用者に対

して周知させなければならない（事業法第18条第3項）（注9）。また、合併以外の

理由により解散したときは清算人が届け出る必要がある（事業法第18条第2項）。 

 

注９ 詳細は、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」

（http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/manual.html）を参照。 

 

 

３ 電波法に係る事項 

 

(1) 事業開始の際に必要な手続 

 

   MVNOは、事業開始に当たりMNOが免許人となっている無線局（基地局及び陸上移動



 

 

局（以下「端末」という。）を使用し、提供する移動通信サービスに係る無線局を自ら

開設しない（1.(2)(b)）ことから、無線局免許を取得する必要はない（注10） 。 

 

   なお、上記の趣旨にかんがみ、MNOが使用する周波数の中からMVNOが専ら使用する

こととなる周波数を確保して、自らの役務として通信サービスを提供することは想定

されない（専ら自ら使用することとなる周波数を確保して、自らの役務として通信サ

ービスを提供する場合には、MNOとして無線局免許を取得する必要がある。）。 

 

注１０ この場合においても、例えば、MVNOが当該端末に自社ブランドを付して利用

者に提供することは可能である。 

 

 

(2)  MVNOとMNOの関係 

 

   MNO は、基地局及び端末についての無線局免許を有している。基地局の免許人及び

端末の免許人はいずれもMNOであるため、MVNOの利用者が用いる端末についても、そ

の発射する電波はMNOによって運用されなければならない。これが不可能な無線局の

利用は認められない。 

 

   したがって、もしMVNOの利用者が用いる端末が何らかの不具合により他の無線シス

テムに有害な混信を与えた場合、その混信の除去を行う責務はMNOに課せられる。こ

の混信の除去について、MVNOはMNOに対し、両当事者間で締結された契約の範囲内で

協力する必要がある （注１１）。 

 

注１１ 例えば、端末位置登録等の機能を持つ設備（HLR : Home Location Register）

を、MVNOが独自に持つこともあり得るが、その場合でも、MVNOは、無線局の運用

に必要な情報（例：HLR に格納されている端末の位置登録情報）を契約の範囲内

でMNOの求めに応じて提供することが求められる。 

 

また、MVNOは、MNOに対して実際に運用する端末台数についての情報も提供する必

要がある。 

 

 

４ ローミングに係る留意事項（電気通信事業法及び電波法関連） 

 

(1) 国内ローミング 

 

   MNO 間の国内ローミングについては、当事者間の契約により行われており、各 MNO

は、当該契約に基づいて利用者に対する提供条件を定めている。 

 



 

 

 

   MVNOがサービス提供を行っている携帯端末等について、電気通信役務の提供元であ

る MNO の業務区域外の地域であって当該 MNO がローミング契約を締結している他の

MNO の業務区域においても同等のサービスを受けることを可能とするためには、当該

MVNO、当該電気通信役務の提供元であるMNO及び当該他のMNOの間で、ローミングの

取扱いについて整理することが必要になる場合があると考えられる。 

 

(2) 国際ローミング 

 

   MVNOが外国事業者等との間でローミング契約を締結し、変更し、又は廃止しようと

するときは、特段の手続を要しない。 

 

 

   MVNO が外国事業者の端末に対して国内でサービスを提供する場合、当該 MVNO にサ

ービスを提供するMNOは、国内で当該端末に係る無線局を運用するための許可を得る

ことが必要であり、当該許可の条件は以下のとおりである（電波法第103条の5）。 

a)MNOの基地局と通信を行う端末であること。 

b)MNO の基地局からの電波を受けることにより初めて電波を発射できるものであるこ

と。 

c）持ち込まれる端末の技術基準が国内の技術基準に合致していることが証明されてい

ること。 

 

 逆に、国内のMVNOがその端末を国外において運用する場合、これに適用される国内

規制は存在しないが、ローミング先の国における持ち込み端末に対する規制の対象に

なることに留意する必要がある。 

 

 

５ 見直し 

 

本ガイドラインは、現時点で想定されるMVNOのビジネスモデルを前提として策定した

ものであり、今後のビジネスモデルの登場などを踏まえ、必要に応じて、その内容を見

直していくこととする。 

 

 

 

 

本ガイドラインに関する問い合わせ先 

 

総務省総合通信基盤局 



 

 

（電気通信事業法関係） 電気通信事業部事業政策課 TEL.03-5253-5835 

データ通信課 TEL.03-5253-5853 

（電波法関係）     電波部移動通信課 TEL.03-5253-5893 



 

 

 

他事業者の 
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電気通信回線設備を設置して提供する電気通信事業（登録又は届出） 

無線局（免許）

インターネット専用線網等 

電気通信回線設備を設置せずに提供する電気通信役務 

（届出）

交 換

機

交 換

機

無線基地局 

MNO 

MVNO 

電気通信役務の提供 
料金

MNO から提供された電気通信役務 

料金

電気通信役務の提供

課金、ユーザサポート、 

アプリケーション 

フラットフォーム等 
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ＭＶＮＯガイドライン（案）に寄せられたご意見に対する考え方 

 
Ⅰ ガイドライン本文関係 
 
１ ガイドラインの目的等 
頁 段落 寄せられたご意見 総務省の考え方 
１ （２） ○ 本ガイドラインは、MVNOとして想定されるビジネスモデル

（サービス提供形態）を網羅的に列挙することは困難との理由か

ら、限られた範囲についてのみ電気通信事業法及び電波法の適用

関係について言及されており、極めて限定的な範囲の解釈となっ

ています。第一種電気通信事業者が本ガイドラインに定義されて

いない提供形態にて当該移動通信サービスを提供する場合につい

ても、そのサービスの提供を禁ずるものではないと理解してよろ

しいでしょうか。（NTT Com） 
１ （２） 

 
○ 第一種電気通信事業者が、MVNOたる事業者として事業展開を

図ることも可能と理解してよろしいでしょうか。また、それが可

能な場合、次の提供形態も想定されますが、それぞれ提供可能と

理解してよろしいでしょうか。 
 ・ 第一種電気通信事業者がMNOの提供する移動通信サービスを

利用して移動通信サービスを提供する際、本来の第一種電気通

信事業のサービスと組み合わせて全体として第一種電気通信事

業者として提供する形態 
 ・ 第一種電気通信事業者が兼業二種としてMVNOたる事業者を

兼業する形態（NTT Com） 

○ MVNO については多様なビジネスモデルの登場が期待されるも

のであり、これを網羅的に列挙することは困難である。そのた

め、本ガイドラインにおいては、第二種電気通信事業として移動

通信サービスを提供する場合に着目して、法の適用関係を記述し

ているものである。 
  ただし、MVNO たる事業者が当該移動通信サービス以外の部分

において第一種電気通信事業の許可を受けることは可能であり、 
 ① 当該移動通信サービス部分も含め、全体として第一種電気通

信事業の許可を受けて事業展開を図ること 
 ② 独立した２の電気通信事業を営むこととして、当該移動通信

サービス以外の部分については第一種電気通信事業の許可を受

け、当該移動通信サービス部分については第二種電気通信事業

として登録又は届出により事業展開を図ること 
 のいずれも可能である。 
  なお、ご意見を踏まえ、この旨を注記することとした。 

１ （２） ○ ワイヤレスアクセスサービス全体の活性化のため、移動電気通

信役務以外の無線システム、例えばＦＷＡのような固定電気通信

役務のサービスについても、第一種電気通信事業者がMVNOたる

事業者として提供できると理解してよろしいでしょうか。（NTT 
Com） 

○ 第一種電気通信事業者が、ＦＷＡ無線局を自ら開設することな

く、他のＦＷＡ事業者の提供する固定系の無線サービスを利用し

て、当該無線サービスと第一種電気通信事業の許可を受けている

他の部分とをあわせて、全体として第一種電気通信事業の許可を

受けることは可能。 
  なお、本ガイドラインの「便宜的な定義」においては、このよ

うな固定系の無線サービスの再販までも MVNO (Mobile Virtual 
Network Operator)としてはとらえていない。 

別紙２ 
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１ （２） ○本ガイドラインの「便宜的な定義」では、MNOの定義として、第

一種電気通信事業者のみを想定されていますが、無線局免許を取

得している大部分の者は、電気通信事業者以外であり、電波を有

効に活用するためにも、電気通信業務用だけでなく、例えば公共

業務用（災害対策無線等）や一般業務用（タクシー無線等）等に

ついても本来目的を妨げない範囲で活用する際には、MVNOに対

して供与可能であると理解してよろしいでしょうか。（NTT Com）

○ ご意見で想定されている使用形態の場合、公共業務用や一般業

務用の無線局免許人は、各々定められた目的により当該無線局を

開設しており、電気通信業務用として当該無線局を使用すること

は目的外使用となる。従って、電気通信業務用として利用するこ

とを希望する MVNO に対して当該無線局を使用させることはでき

ない。 
  本ガイドラインでは、ＭＮＯは第一種電気通信事業者としてお

り、今後の定義を見直す場合においても、ご意見にあるような災

害対策無線やタクシー無線の免許人をＭＮＯを捉えることは想定

していない。 
２ （２） 

④ 
○本ガイドラインにおいて、MVNOは当該部分において二種事業で

あり、他の事業部分においては自らが一種事業であったり、他の

事業者との接続などに制限はないとされています。従い、例えば

既存一種事業者がMVNO部分を新たに保有して自らがMVNO事業

を行う場合、一種事業及び二種事業の兼業形態となります。しか

しながら本ガイドラインには、この兼業事業者として必要な手続

きにはどのようなものがあるのかが明記されていません。例え

ば、国際と国内事業の一種／二種兼業事業者には、会計分離やネ

ットワークの分離といった要件などが現在必要であると思われま

すですが、MVNOを既存一種事業者が兼業する場合の制度的な要

件を記述していただきたいと思います。（C&W･IDC） 

○ 前述のとおり、MVNO たる事業者が当該移動通信サービス以外

の部分において第一種電気通信事業を営む場合には、 
 ① 当該移動通信サービス部分も含め、全体として第一種電気通

信事業の許可を受けて事業展開を図ること、 
 ② 独立した２の電気通信事業を営むこととして、当該移動通信

サービス部分については第二種電気通信事業として登録又は届

出し、他の部分については第一種電気通信事業として許可を受

けること（一種二種兼業） 
 のいずれも可能である。 
  なお、一種二種兼業の場合には、利用者側における混乱の防

止、ネットワークの安全・信頼性の確保、公正競争の確保のため

の会計整理について留意することが必要である旨、「電気通信事業

者のネットワーク構築マニュアル」に記載しており、本ガイドラ

インにおいても一層の明確化を図る観点からその旨を注記するこ

ととした。 
２ （２）

④ 
○本ガイドラインでは、「自ら電気通信回線設備を設置して第一種電

気通信事業として事業展開を図ること」と「電波法に基づく総務

大臣の免許を受け、自ら無線局を開設すること」が「又は」で結

ばれていますが、第一種電気通信事業として事業展開を図ること

に該当しない無線局の開設とは、どのようなものを想定されてい

るのでしょうか。 
 （NTT Com） 

○ 本ガイドラインは、MVNO に係る電気通信事業法及び電波法の

適用関係について明確化を図ることを企図したものであり、電気

通信事業法に基づく第一種電気通信事業の許可と電波法に基づく

無線局の免許は異なる法律に基づく異なる行政行為であるため、

それぞれ記載しているものである。したがって、ご意見のように

その重複関係を問題とするものではない。 
（ なお、ご意見のような例に該当するものとしては、第二種電気

通信事業者が電気通信事業法第６条第４項に規定する端末系伝送

路設備として無線局を開設する場合等が想定される。） 
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２ 電気通信事業法に係る事項 
（１）MVNO の事業形態及び事業開始に必要な手続 
頁 段落 寄せられた意見 総務省の考え方 
― ― ○ 特別二種となるのは、「公専公」接続による音声サービスの不特

定ユーザへの提供と、国際間ネットワークを構築して国際サービ

スを提供する事業者ですが、MVNOで、単純にMNOから無線アク

セスネットワークを借りて、国内の不特定多数ユーザに音声サー

ビスを提供する場合、一般二種事業者となることを確認させてい

ただきたいと思います。また、国際一種事業者が、MVNOを兼業

し、国内の無線アクセスネットワーク設備をMNOから借りて国

内、及び国際サービスを提供するばあいは、一般二種となるので

しょうか？（C&W･IDC） 

○ 単純に MNO の提供する移動通信サービスのみを利用することに

より、MVNO として移動通信サービスを提供する場合には、一般

第二種電気通信事業に該当する。 
○ 国際通信サービスを提供する第一種電気通信事業者が MVNO と

して移動通信サービスを提供する場合には、 
 ① 当該移動通信サービス部分及び既存の国際通信サービス部分

を全体として第一種電気通信事業の許可を受けること 
 ② 独立した２の電気通信事業を営むこととして、第一種電気通

信事業である既存の国際通信サービスの提供を受けて、当該国

際通信サービス部分と移動通信サービス部分を全体として特別

第二種電気通信事業として登録すること 
 ③ 独立した２の電気通信事業を営むこととして、第一種電気通

信事業である既存の国際通信サービスとは切り離して、移動通

信サービス部分のみを提供する一般第二種電気通信事業として

届け出ること 
 のいずれも可能である（②、③の場合は一種二種兼業に該当）。 

― ― ○ MVNOとなろうとする者には一般二種と特別二種があるが、両

者により手続に違いがあるのでは無いでしょうか。（例えば、卸電

気通信役務の提供において、契約申入れにMNOが応じなかった場

合、総務大臣による協議開始命令の対象となるのは特別二種であ

るMVNOのみなのか？）従って、参入しようとする者が一般二種

である場合と特別二種である場合に分けた記述があると法適用関

係が明確になるのではないかと考えます。（日本通信） 

○ 特別第二種電気通信事業及び一般第二種電気通信事業の要件・

事業開始に必要な手続については、２.（１）②及び④にそれぞれ

記載している。 
  また、MVNO たる移動通信サービスを提供する場合に適用され

る規律等について、当該事業が特別第二種電気通信事業に該当す

るか一般第二種電気通信事業に該当するかによって異なる規律等

が適用される場合には、その旨を記載している 
（例：２.（５）MVNO と利用者との間の契約関係）。 

○ ご意見で例示されている卸電気通信役務の提供に係る協議命令

については、第二種電気通信事業者のうち特別第二種電気通信事

業者のみ申立てを行うことができること、また、細目裁定につい

ては特別第二種電気通信事業者または一般第二種電気通信事業者

の区別なく申請を行うことができることを、２.（２）④脚注２に

おいて既に記載している。 
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― ― ○ MVNOとして参入する際のライセンスとして第二種免許を所有

していることが条件となると存じますが、その際の特別・一般で

の資格の差異が当ガイドラインでははっきりと明示されていない

ように思われます。当然に、特別（総務大臣登録）・一般（総務大

臣届出）と二種免許を取得する場合の方法が異なっておりますた

め、MVNOとして参入した場合の提供できるサービス（料金等）

が異なると存じます。第一種通信事業者が提供しますMVNO向け

卸電気通信役務の内容もこの特別・一般で異なるのでしょうか？

今後ガイドラインを改定される際にはこの所の明示を盛り込んで

頂けましたら幸甚に存じます。（ITX） 

○ 上欄に同じ 

○ MNO が提供する MVNO 向け卸電気通信役務の内容は、当該

MVNO が特別第二種電気通信事業者であるか一般第二種電気通信

事業者であるかにによって、法制上異なる内容が求められるもの

ではない。 

 
（２）MVNO と MNO との間の契約関係 
頁 段落 寄せられた意見 総務省の考え方 
３ ① ○ 卸電気通信役務の提供(A)、契約約款等に基づく電気通信役務の

提供(B)の２つの形態があるとされていますが、卸電気通信役務の

提供(A)は更に以下の２つに分かれると記されています。 
(A-1) 当事者間の合意に基く契約締結によるもの 
(A-2) 卸電気通信役務の提供に関する契約約款によるもの 
1）BとA-2はどのように異なるものなのか。 
2）A-2についても34条の役務提供義務が適用されるのか。 

（MNOの役務提供義務について、A-1にはなく、Bにはあるとさ

れていますが、A-2について明記されていません。） 
（日本通信） 

○ 電気通信事業者間のＢtoＢ取引である卸電気通信役務の提供につ

いては、一般利用者に対する電気通信役務の提供と比べて緩やか

な規律が適用されており、具体的には役務提供義務（法第３４

条）や契約約款の作成・遵守義務等が不要とされている。（したが

って、A-2 について役務提供義務は適用されない。） 
  卸電気通信役務の提供する契約約款については、MNO 等が任意

に作成することができるものであり、これを作成した場合には、

個別の卸電気通信役務の契約に係る届出が不要となる。 

４ ④ ○ MNOからMVNOへの卸電気通信役務による役務提供について

は、ガイドラインＰ４．②にあるとおりMNOに対し提供義務は課

されていないものと理解しておりますが、同じくガイドラインＰ

４．④に「卸電気通信役務の提供に係る契約の締結にあたって、

MVNOとMNOとの間で協議が整わなかった場合等には、総務大臣

による協議命令・裁定又は電気通信紛争処理委員会によるあっせ

ん・仲裁の手続きを申請することができる。」とあります。この④

の記述の意味するところは、MNOがMVNOに対して卸電気通信役

務を提供することに応じた場合の取扱いであって、そもそもMNO
が卸電気通信役務を提供するという意思がない場合については、

④の記述に該当しないものと考えております。この点につきまし

て、より明確な記述をお願いしたいと考えます。（Ｊフォン） 

○ MVNO は、MNO の卸電気通信役務提供の意思如何によらず、紛

争解決手続のための申請・申立てを行うことができる。 
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４ ⑤ 
脚注 3 

○ 総務大臣は、「MNOが卸電気通信役務の提供について特定の電気

通信事業者に対して不当な差別的取り扱いをおこないその他卸電

気通信役務の提供の業務に関し不当な運営を行っていることによ

り他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障が生じているた

め、公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき」、

また、「市場支配的なMNOは、その電気通信業務について、特定の

電気通信事業者に対し、不当に優先的な取り扱いをし、もしくは

利益を与え、または不当に不利な取り扱いをし、もしくは不利益

を与え津ことが禁止されており、これに違反する行為が圧と認め

るとき」には、業務改善などを命じることができるとあります

が、これら２つの場合は、具体的にどのような違いが存在するの

かが明確ではありません。本来、一種事業者はサービスを提供す

るに当たって、不当に差別的な取り扱いをすることを禁じられて

います。従って、禁止行為の規定が無くても、市場支配的なMNO
が禁止行為に該当する行為を行った場合、総務大臣は業務改善に

関する命令を発出できると考えられます。（C&W･IDC） 

○ 法第３６条第４項の業務改善命令は、卸電気通信役務の提供に

ついて特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行って

いることにより「他の電気通信事業者の業務の適正な実施に支障

が生じているため、公共の利益が著しく阻害されるおそれがある

と認めるとき」に発出することができるものであるのに対して、

法第３７条の２第４項の停止・変更命令は、特定の電気通信事業

者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又

は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与える行為がある

と認めるときは直ちに発出することが可能である。 
 
○ なお、法第３６条第４項の業務改善命令は、市場支配的な MNO
のみならず、全ての一種事業者が対象となるものである。 

― ― ○ MVNOは当然、端末をメーカーより直接あるいは、MNOからイ

ンセンティブなしの状態で仕入れることになります。従いまし

て、通話料の卸料金について相当の割引率でないと事業の成立が

困難になります。現在のARPUからMNOの設備償却費用、運用コ

ストを含めて算出した場合、卸料金は極めて高額になると想定さ

れます。NTTのアクセスチャージのような行政からの指導が必要と

思います。（個人） 

○ 本ガイドラインは、関連する電気通信事業法及び電波法の適用

関係について明確化を図り、競争の枠組みの透明化を図ることを

目的とするものであり、新たな規制の導入を企図するものではな

い。 
  したがって、ご意見については本ガイドラインと直接関係がな

く、あくまでも今後の施策の参考とさせていただきたい。 

― ― ○ 現在の再販の方法では、MNOの顧客システムに再販業者名義の

み登録され、再販携帯保有者が一般のショップでのサービスを受

ける際に不具合がでます。従いまして、可能であれば二重登録が

望ましいと思います。（個人） 

○ 必要に応じ、当事者間の合意により卸電気通信役務の提供に係

る契約において、そのような取扱いを定めることも可能である。 

 
（４）電気通信番号（電話番号）管理 
頁 段落 寄せられた意見 総務省の考え方 
６ ③ ○ 端末の番号について、MVNOはMNOとの間で契約を取り交わす

必要があります。また、端末の無線局はMNOが監理しなければな

りません。これらの内容は、MVNOがユーザに提供する端末は、

MNOから調達しなければならないことを意味するのでしょうか。

（C&W･IDC） 

○ 意味しない。 
  なお、MVNO が自己ブランドの端末を用いてサービスを提供し

ている事例は既にある。 
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６ ③ ○ 電気通信番号については、総務大臣よりMNO毎に指定されるも

のと理解しておりますが、例えば、MVNOとMNO間の契約によ

り、多数の電気通信番号をMNOからMVNOに付与した場合、当該

番号について番号申請上の取扱いをどのように行うか整理が必要

と考えます。具体的には、MVNOに付与した番号については、（特

に卸電気通信役務による役務提供の場合）実際にエンドユーザー

が利用しているか否か（MVNOにて電気通信番号を実際に利用し

ているか否か）をMNO側で把握することは困難であり、MNOが新

たな電気通信番号を取得する際にこれらの番号を使用済み番号と

して取扱うことは、番号申請におけるMNO間の公平性に支障を来

す恐れがあります。この点につきまして、ガイドラインにおいて

も何らかの記載をお願い致します。（Ｊフォン） 

○ ＭＮＯが番号割当ての申請をする際には、ＭＶＮＯの需要も含

めて必要な電話番号の申請を行うことが可能であり、ご指摘を踏

まえ、この旨を注記として追加した。 
  ただし、電話番号の割当については、電気通信番号が有限希少

な資源であることから「電気通信番号が公平かつ効率的に使用さ

れるようにすること」が基準のひとつとされており（電気通信事

業法第４８条の２第２項第４号）、必要とする電気通信番号の数が

その根拠となる需要の見込みから合理的なものであることが必要

と考えている。 
  また、電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者に対し、指

定された番号の使用状況について報告を求めることができること

とし、番号の使用状況について報告がないとき、虚偽の報告がさ

れたとき又は番号付与基準に従って番号を使用しないときは、番

号の指定を取り消すことができるようにする予定（現在、電気通

信番号規則改正案についてパブリックコメント招請中。）であり、

このような事後的な番号指定の取消制度を設けることにより、番

号使用における事業者間の公平性の確保と効率的な使用の確保が

図られるものと考えている。 
  なお、「MVNOに付与した番号について電気通信番号を実際に利

用しているか否かをMNO側で把握することは困難」との指摘につ

いては、例えばMNOとMVNO間の契約において必要に応じ番号使

用状況の報告を得られるように措置しておくことにより、MNO側

で把握することは可能と考える。 
６ ③ ○ 電話番号はMNOのものを使用するとあります。一般顧客も電話

番号でMNOを特定することが容易であり、MVNO独自のブランド

展開をする場合に支障になることを懸念しています。現在でも同

機能でもドコモ端末が高額で販売されており、その影響を受ける

可能性があります。従いまして、MVNO独自の電話番号の設定が

望ましいと思います。（個人） 

○ 固定電話においてはエンドユーザーは東西ＮＴＴ等の第一種電

気通信事業者から付与された加入者電話番号を使用した二種事業

者の割引サービスが利用できる。同様に、MNOがＭＶＮＯに受け

渡した電話番号であっても、MVNO独自のブランド展開は可能と

考えられる。 
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３ 電波法に係る事項 
（１）事業開始の際に必要な手続 
頁 段落 寄せられた意見 総務省の考え方 
７ ① ○ 第一種電気通信事業者がMNOの提供する移動通信サービスを利

用して移動通信サービスを提供する際、本来の第一種電気通信事

業のサービスと組み合わせて全体として第一種電気通信事業者と

して提供する場合についても、当該MNOが免許人となっている無

線局の使用に際し、改めて無線局免許を取得する必要はないと理

解してよろしいでしょうか。また、第一種電気通信事業者が兼業

二種としてMVNOたる事業者を兼業する場合も同様に、無線局免

許を改めて取得する必要はないと理解してよろしいでしょうか。

（NTT Com） 

○ MNO のサービスを利用してサービスを提供するのであれば、無

線局免許を取得する必要はない。そのサービスの提供に当たり、

自ら無線局を開設し、運用を行う場合には無線局免許の取得が必

要となる。 

７ ① ○ 電波法上、MVNOたる事業者が独自機能を付加した端末を提供

することが可能であると理解してよろしいでしょうか。また、

MNOたる事業者がMVNOたる事業者としてもサービスを提供する

場合、一の端末が両サービスの提供を受けることが電波法上可能

であると理解してよろしいでしょうか。（NTT Com） 

○ 当該端末が MNO によって管理されている限り、その端末の提供

は可能である。 

７ ① ○ MVNOが、電波法に定める技術基準に適合している限り独自の

機能（例えばＩＣカード機能や無線区間ではない部分におけるユ

ーザ認証機能等）を追加した端末を提供することが可能であると

理解してよろしいでしょうか。また、この際にMNO等が既に提供

している同様の機能をMVNOたる事業者が必ずしも使用する必要

性が無いと理解してよろしいでしょうか。（NTT Com） 

○ 当該端末が電波法に定める技術基準に合致しており、かつ MNO
がその端末の管理を行う上で必要な機能を使用していることが求

められる。 

７ ① 
脚注 6 

○ この場合には、端末メーカーなどの第３者が自社ブランドで市

場に出すことも有り得ます。それも可能であると明記された方が

疑問点は少ないと考えます。（日本通信） 

○ 上述の観点を満たしていれば電波法上問題はない。 

（２）MVNO と MNO の関係 
頁 段落 寄せられた意見 総務省の考え方 
７  ○ MVNOの提供する端末に関する無線局免許の管理はMNOが行う

こととなり、無線局免許に係る電波利用料の支払いについても

MNOが行うこととなります。この為、MVNOの提供するサービス

において実際に稼働する端末台数をMNOが把握する必要があると

考えます。この点について、ガイドラインにおいても何らか記述

を行って頂くことを希望致します。（Ｊフォン） 

○ ご意見のとおり、MVNO がサービスを提供している端末につい

ては、MNO が免許人となる包括免許の対象であり、電波利用料も

MNO から徴収される（MVNO は、直接電波利用料を国に納付する

必要はない。）。このため、MNO は、MVNO が開設する端末の台数

も把握する必要があるため、MVNO から必要な情報を入手する必

要が生じる。 
  なお、ご指摘を踏まえ、この旨を注記として追加した。 
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４ ローミングに係る留意事項（電気通信事業法及び電波法） 
頁 段落 寄せられた意見 総務省の考え方 
９ （２） 

① 
○ 電気通信事業法施行規則第27条及び第39条によれば、電話等の

役務及び電気通信役務に著しい影響を及ぼすと認められる事業以

外は、総務大臣認可は要しないとなっています。ローミングの場

合は、電話等の役務以外は総務大臣認可は要しないと思われ、例

えばデータ伝送役務の場合等でも認可対象とならないと理解して

よろしいでしょうか。（NTT Com） 

○ ご意見のとおり、電話等の役務以外の場合、総務省令で定める

重要な事項に該当しないことから、総務大臣の認可は要しない。 

― ― ○ MVNOがMNOから卸電気通信役務の提供を受けてユーザに対し

てサービス提供する場合の国内ローミングの取り扱いについて

は、MVNO-MNO間の当該卸電気通信役務の提供契約のみならず、

当該MNOと他のMNO（ローミングに係るネットワークを提供する

MNO）間におけるローミング契約においてもMVNOユーザへのロ

ーミングの提供について新たな取り決めが必要になるものと考え

ます。MVNOによるローミングサービスの提供については、国内

ローミング・国際ローミングの別を問わず、関係者間の契約が複

雑多岐におよび、現時点で全ての問題点を明示することは困難で

あることから、今後のサービス提供状況を踏まえて、ガイドライ

ンの関係箇所の記述を見直して頂きたいと考えます。（Ｊフォン） 

○ ご意見のとおり、今後のサービス提供状況やビジネスモデルの

登場等を踏まえ、必要に応じて、ガイドラインの内容を見直して

いく考えである。 

 
 
５ その他 
頁 段落 寄せられた意見 総務省の考え方 

１０ ② ○ 本ガイドラインをより効果的なものとして行く為にも、実際に

運用を開始した以降に発生した問題などを踏まえ、ガイドライン

の内容について定期的な見直しを実施して頂きたいと考えます。

（Ｊフォン） 

○ 本ガイドラインについては、今後のビジネスモデルの登場など

を踏まえ、必要に応じて、その内容を見直していく考えである。 
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Ⅱ その他 

寄せられた意見 総務省の考え方 
○ 一種・二種の事業区分に由来する次のような片面的規制が存続するため、第一種電気

通信事業者は、MVNOとしてのサービス提供においても不利になるものと考えておりま

す。 
例）①料金・約款の届出等、画一的なサービス提供が求められている。 
②役務区分は、実質的に第一種電気通信事業者のみへの規制となっている。（業務区域等の事

業変更許可等が必要、会計整理が必要等） 
③参入許可、役務提供義務、事業開始義務、退出規制が課されている。 
従って、本ガイドラインの目的をより実現性あらしめるためにも、「事業区分」につい

て早急な見直しを要望致します。 
（NTT Com） 

○ 本ガイドラインと直接関係がないため、今後の施策の参

考とさせていただきたい。 
 （なお、事業区分の在り方については、情報通信審議会に

おいて審議されているところであり、現在答申案につい

てパブリックコメントの招請がなされているところであ

る。） 
 

○ 日本における移動体事業分野の規制制度は、昨年度の改正電気通信事業法施行により

ドミナント概念の導入がなされてはいるものの、携帯電話が登場してから現在に至るま

で、基本的には変更がなされていないと言わざるを得ません。また、急速な発展が実現

した当該事業分野について、SMP（市場支配力）、グループドミナンス、技術中立性な

ど、ドミナント規制の更なる充実の他、ナンバーポータビリティ、端末とネットワーク

のアンバンドル化（SIM ロック、UIMロック）、CPS（優先接続導入）、料金設定権、着

信課金問題などなど、解決されるべき多数の、しかも基本的な問題が顕在化してきてい

ると言わざるを得ません。従って弊社といたしましては、当該事業分野における今後の

更なる発展を促進させるため、これらの問題点の全てを包含した、抜本的な移動体通信

政策の見直しに着手していただきたいと考えており、このガイドラインがその議論を導

くきっかけとなるものべきものであると認識しております。（C&W･IDC） 

○ 本ガイドラインとは直接関係がないため、今後の施策の

参考とさせていただきたい。 

○ 今回このようなガイドラインが策定されることにより、現行法令の中でのMVNO事業

への参入方法がより具体的に明示されることとなり、MVNOの市場参入が促進されるこ

とになるものと考えます。しかし、ユーザから見た場合にMVNO・MNOといった違いは

意味をなさないものであり、MVNOにおいてもサービスを恒常的・安定的に提供するこ

とが市場から望まれているものと理解しております。この為、今後、MVNOの市場にお

ける参入状況等を注視した上で、場合によってはユーザ保護といった観点から、MVNO
（特に多数のユーザを抱える大規模なMVNO）に対する退出規制の適用などについても

検討を行う必要があるものと考えます。（Ｊフォン） 

○ 本ガイドラインとは直接関係がないため、今後の施策の

参考とさせていただきたい。 
 （なお、現在、事業区分の在り方について情報通信審議会

で審議されているところであり、この中で現行の事業区

分を見直した場合の退出規制の在り方についても検討が

なされている。また、この答申案について、現在、パブ

リックコメントの招請がなされていることろである。） 
 

○MVNOが対策を講じるとなると莫大な投資が必要になります。そのようになるのであれ

ば、何らかの金銭的支援策も検討する必要があると思います。そうすることによるベン

チャー企業の活躍が期待されます。（個人） 

○ 本ガイドラインとは直接関係がないため、今後の施策の

参考とさせていただきたい。 

（注１）寄せられたご意見については、原文のまま掲載。 （注２）総務省の考え方において、「法」とは電気通信事業法をいう。 


